
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

二
號

李
成
元
年
十
二
月

賢
首
大
師
法
蔵
と
法
門
寺

鎌

田

茂

雄

一

問
題

の
所
在

華
厳
宗

の
伝
承
で
は
第
三
祖
と
さ
れ
る
法
蔵
の
伝
記

に
つ
い
て
は
、

(
1
)

す
で
に
諸
学
者
に
よ
っ
て
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
が
、
な
お
不
明

な
点
も
多

い
。
本
孜
で
は
主
と
し
て
法
門
寺
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
記

事
を
検
討

し
、
法
蔵
像
の

一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

法
門
寺
と
は
陳
西
省
扶
風
県
に
位
置
す
る
寺
院
で
あ
る
が
、

一
九
八

七
年
四
月
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
地
下
宮
殿
の
中
か
ら
、
釈
迦

の
指
骨

舎
利
四
枚
と
、
唐
代
の
珍
ら
し
い
文
物
が
数
多
く
出
土
し
た
。
こ
れ
ら

の
文
物
は
新
た
に
造
ら
れ
た
法
門
寺
紀
念
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。

一
九
八

八
年
十

一
月
九
日
、
内
外
の
人
士
を
集
め
て
盛
大
な
仏
舎
利
供
養
が
行

わ
れ
、
地
下
宮
殿
の
宝
物
が
正
式
に
公
開
さ
れ
た
。
私
も
こ
の
法
会

に

(2
)

参
加
し
、
つ
ぶ
さ
に
法
門
寺
出
土
の
仏
舎
利
や
宝
物
を
直
接
に
見
聞
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

北
京
大
学
教
授
季
羨
林
氏
は
法
門
寺
の
如
来
指
骨
舎
利
と
仏
教
文
物

の
発
見
は
、
陳
西
省
に
お
け
る
半
披
遺
跡
と
秦
桶
の
発
見
に
つ
ぐ
、
第

三
回
目
の
重
要
な
発
見
で
あ
り
、
こ
の
発
見
が
歴
史
、
文
化
、
宗
教
、

政
治
、
経
済
、
科
学
技
術
と
東
西
文
化
交
流
な
ど
の
研
究
に
大
き
ぐ
貢

(3
)

献
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

つ
て
い
る
。

法
蔵
の
事
跡
の
な
か
で
法
門
寺
に
関
連
す
る
資
料

の
一
つ
に
張
或
が

唐
の
大
暦
十
三
年

(七
七
八
)
に
撰
し
た

『
大
唐

聖
朝
蕪
憂
王
寺

大

聖

真
身
宝
塔
碑
銘
井
序
』
(『真
身
宝
塔
碑
銘
井
序
』)
が
あ
る
が
、

こ
れ

に

よ
っ
て
法
蔵
の
舎
利
奉
迎
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
新
羅
の
崔
致
遠

の

『
法
蔵
和
尚
伝
』
(『唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻
経
大
徳
法
蔵
和
尚
伝
』)
の
記

事

の
信
愚
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
法
蔵
像
を

訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

二

唐
代

に
お
け
る
法
門

寺
仏
舎
利

の
奉

迎

法
門
寺
の
仏
舎
利
は
唐
代

に
前
後
七
回
に
わ
た

つ
て
公

開

さ

れ

た

り
、
宮
中
に
奉
迎
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
法
門
寺

の
歴
史
や
仏
舎
利
奉

(
4
)

迎
に
つ
い
て
は
陳
西
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の
陳
景
富
氏

の
論
文

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
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太
宗

の
貞
観
五
年

(
六
三
一
)
、
太
宗
の
勅
命
に
よ

つ
て
舎
利
塔
を
開

き
、
数
千
人
の
道
俗
が
舎
利
を
見
た
と
い
う
。
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』

巻
上
の

「周
岐
州
岐
山
南
塔
縁
」
第
五
に
資
料
が
あ
る
。

こ
の
時
は
舎

利
の
公
開
だ
け
で
奉
迎
は
さ
れ
て
い
な
い
。

第

二
回

は
顕
慶
四
年

(
六
五
九
)
か
ら
竜
朔
二
年

(六
六
二
)
二
月
十

五
日
の
間

に
舎
利
の
奉
迎
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
と
き
供
奉
し
た
の
は
内

道
場

の
僧
、
智
珠
と
弘
静
で
あ
り
、
法
門
寺
よ
り
長
安
を
経
て
、
洛
陽

の
宮
中

に
舎
利
を
奉
迎
し
た
。
則
天
皇
后
は
絹

二
千
疋
を
喜
捨
し
、
'舎

利

の
た
め
に
金
棺
、
銀
榔
を
造

っ
た
と
い
う
。
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』

巻
上
お
よ
び

『
真
身
宝
塔
碑
銘
弁
序
』
に
こ
の
記
事
が
み
え
る
。

第
二
回
は
武
周
朝

の
長
安
四
年

(七
〇
四
)
十
月
、
法
蔵
な
ど
が
法
門

寺
に
行
き
、
舎
利
を
洛
陽
に
迎
え
て
供
養
し
た
。
神
竜
二
年
(七
〇
六
)
、

中
宗

の
命

に
よ

つ
て
舎
利
を
法
門
寺
に
返
還
し
た
。

こ
の
記
事
は

『法

蔵
和
尚
伝
』
と

『
真
身
宝
塔
碑
銘
井
序
』
に
み
え
る
。

第
三
回
は
粛
宗
の
上
元
元
年

(七
六
〇
)
五
月
、
法
澄
な
ど
が
仏
骨
を

内
道
場

に
奉
迎
し
た
。
記
事
は

『
真
身
宝
塔
碑
銘
井
序
』
に
み
え
る
。

第
四
回
は
徳
宗
の
貞
元
六
年

(七
九
〇
)
二
月
、
仏
骨
を
宮
中
に
迎
え

て
供
養

し
た
。
『
旧
唐
書
』
巻
十
三
、
徳
宗
下
、

お
よ
び

『
資
治
通
鑑
』

巻
二
百
三
十
三
、
唐
紀
四
十
九
、
徳
宗
貞
元
五
年
条
に
記
事
が
あ
る
。

第
五
回
は
唐

の
憲
宗
の
元
和
十
四
年

(八
二
九
)
正
月
、
仏
骨
を
宮
中

に
奉
迎

し
た
。

こ
の
と
き
刑
部
侍
郎
の
韓
愈
が
上
疏
し
て
仏
骨
奉
迎
の

弊
害
を
上
奏
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

百

四

十
、
唐
紀
五
十
六
、
憲
宗
元
和
十
四
年
条
な
ど
を
見
よ
。
な
お

『
仏
祖

統
紀
』
巻
四
十

一
を
参
照
せ
よ
。

第
六
回
は
灘
宗
の
威
通
十
四
年

(八
七
三
)
三
月
、
内
道
場
に
奉
迎
さ

れ
て
供
養
さ
れ
た
。

こ
の
時

の
仏
骨
奉
迎
が
史
上
最
大
の
盛
儀
で
あ

っ

た
。
『
旧
唐
書
』
巻
十
九
上
、
本
紀
第
十
九
上
、

鍵
宗
条
お

よ

び

『
資

治
通
鑑
』
巻
二
百
五
十
二
で
は

「京
城
よ
り
寺

に
至
る
三
百
里
の
間
、

道
路
の
車
馬
、
書
夜
絶
え
ず
」
と
記
し
、
さ
ら

に

「
儀
衛
の
盛
ん
な
る

こ
と
、
郊
祀
を
過
ぎ
、
元
和

の
時
、
遠
ぐ
及
ぽ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、

そ
の
盛
儀
を
記
録
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
仏
骨
の
宮
中

へ
の

奉
迎
は
六
回
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
六
回
の
う
ち
第

二
回
と
第
三
回
の
奉
迎
に
則
天
武
后
が
関
係
し
て
い
る
が
、
と
ぐ
に
第

三
回
の
奉
迎
の
時
、

法
蔵
が
活
躍
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。三

法
門

寺

に
お
け
る
煉
指
供
養

法
蔵

の
舎
利
奉
迎
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
法
蔵
の
十
六
歳
の
と
き

の

煉
指
供
養
に
つ
い
て
述
べ
、
法
蔵
は
若
い
頃
に
、
す
で
に
法
門
寺
と
密

接
な
関
係
が
あ

つ
た
こ
と
を
検
討
し
て
お
き
た

い
。

煉
指
に
つ
い
て
の
記
述
が
最
初
に
見
え
る
の
は
、
七

二
二
年
に
閻
朝

隠
が
撰
し
た

『碑
文
』
(『大
唐
大
薦
福
寺
故
大
徳
康
蔵
法
師
之
碑
』)
の
な

か
で
あ
る
。
『碑
文
』
は
簡
潔
に
、

賢
首
大
師
法
蔵
と
法
門
寺

(鎌

田
)
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賢
首
大
師
法
蔵
と
法
門
寺

(鎌

田
)

年
甫
め
て
十
六
、
二
指
を
阿
育
王
舎
利
塔
の
前
に
煉
し
、
以
て
供
養
を
伸

ぶ
。
(
大
正
五
十

・
二
八
○
中
)

と
述
べ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
九
〇
四
年
撰
述
の

『法
蔵
和
尚

伝
』
で
は
、

蔵
、
年
十
六
、
一
指
を
阿
育
王
舎
利
塔
の
前
に
錬
し
、
以
て
法
供
を
申
ぶ
。

(
大
正
五
十
・
二
八
三
中
)

と
第
七
科
修
身
善
巧
心
の
条
の
冒
頭
に

『碑
文
』
を
そ
の
ま
ま
継
承
し

て
述
ぺ
て

い
る
。
『碑
文
』
お
よ
び

『
法
蔵
和
尚
伝
』
で
述
べ
て

い

る

こ
の
阿
育
王
舎
利
塔
が
法
門
寺

の
舎
利
塔
を
指
す
か
否
か
問
題
で
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
法
蔵
和
尚
伝
』
の
第
八
科
の
長
安
四
年
(七
〇
四
)

の
舎
利
奉
迎
の
条
下
に
、

や
ぶ

蔵
、
以
ら
く
、
昔
、
嘗
て
指
を
錬
し
、
今
、
更
に
肝
を
騨

る
と
。
(大
正
五

十

9
二
八
四
上
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
蔵
の
行

つ
た
阿
育
王
舎
利
塔
は
法
門
寺
の
舎
利

塔
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『法
蔵
和
尚
伝
』
が
こ
の
資
料
を

ど

こ

か
ら
採
用
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
蔵
自
身
が
こ
の
よ
う
に
言

つ

た
と
す
れ
ば
、
煉
指
し
供
養
し
た
と
こ
ろ
も
法
門
寺
舎
利
塔

の
前

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
記
事
は
後
代
の
史
書
で
あ
る

『
釈
門
正
統
』
巻
八
の

「賢
首
相

渉
載
記
」
(『続
蔵
経
』
一
三
〇
、
九
一
一
)
や
、
『仏
祖
統
紀
』
巻
二
十
九

の
法
蔵
伝

の
な
か
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

『
仏
祖
統
紀
』
で

は
、

蔵
年
十
六
、
四
明
の
阿
育
王
舎
利
塔
に
詣
り
、
一
指
を
錬
す
。
(大
正
四
十

九

・
二
九
三
上
)

と
し
、
『釈
門
正
統
』
で
は

「明
之
育
王
舎
利
塔
」
と
し
て

い

る
。
こ

の
二
書
で
は
四
明
の
阿
育
王
舎
利
塔
に
法
蔵
が
行

つ
た
こ
と
に
な

つ
て

い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
四
明
と
は
漸
江
省
寧
波

府

の

別

名

で
、
境
域
内
に
四
明
山
が
あ
る
た
め
こ
の
よ
う

に
呼
ぼ
れ
た
の
で
、
四

明
の
舎
利
塔
と
は
、
漸
江
省
鄭
県

の
鄙
山
阿
育
王
寺
の
舎
利
塔
を
指
す

の
で
あ
る
。

『仏
祖
統
紀
』
が
こ
の
よ
う
な
誤
ち
を
犯
し
た
の
は
漸
江
省

の
阿
育

王
寺

の
舎
利
塔
が
有
名
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
則
天
武

后

の
長
安
年
間
に
三
階
教
の
化
度
寺
の
蕪
尽
蔵
院
を
検
校
し
、
大
薦
福

(5
)

寺

の
大
徳
と
な

っ
た
法
蔵
が
蘇
州
呉
県
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
に
、
華

厳

の
法
蔵
と
混
同
し
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
『全
唐
文
』

の
撰

者

が

華
厳
の
法
蔵
と
三
階
教

の
法
蔵
と
を
混
同
し
て
い
た
こ
と

は
明

ら

か

で
、
た
と
え
ば

『
全
唐
文
』
巻
九
百
十
四
に
お
い
て
法
蔵
の

「
大
乗
起

信
論
疏
序
」
「
修
華
厳
奥
旨
妄
尽
還
源
観
序
」
「
華
厳
経
指

帰

序
」
「
心

経
略
疏
序
」
を
か
か
げ
て
い
る
前

に
簡
単
な
伝
記
を
だ
し
て
い
る
。

法
蔵
字
賢
首
、
俗
姓
諸
葛
氏
、
蘇
州
呉
県
人
、

一
云
姓
康
氏
、
康
居
人
、
自

少
出
家
、
如
意
元
年
、
武
后
制
於
東
都
大
福
先
寺
検
校
蕪
尽
蔵
、
長
安
四

年
、
又
制
於
化
度
寺
検
校
蕪
尽
蔵
、
後
延
為
薦
福
寺
大
徳
、
開
元
二
年
卒
七

十
八
、

こ
の
伝
記
を
み
る
と
、
華
厳
の
法
蔵
の
伝
記
と
三
階
教

の
法
蔵
と
の
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伝
を
混
同
さ
せ
て
書

い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
没
年
も
ま
た

三
階
教

の
法
蔵
の
没
年
を
記
し
て
い
る
。
二
人

の
法
蔵
が
あ
ま
り
に
生

存
年
代
が

一
致
し
て
い
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
お
こ
つ
た
と
思

わ
れ
る
。

煉
指

の
事
件
を
あ
げ
て
い
る
も

つ
と
も
後
代

の
資
料
は

『法
界
宗
五

祖
略
記
』
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、

十
六
歳
の
時
、

一
指
を
岐
州
法
門
寺
舎
利
塔
前
に
お
い
て
煉
し
、
法
供
養
を

作
し
、
仏
乗
を
悟
る
を
誓
う
。
(『続
蔵
』
一
三
四
、
五
四
五
下
)

と
述
べ
て
、
『
法
蔵
和
尚
伝
』

の
内
容

の
解
読
か
ら
岐
州
法
門
寺

舎

利

塔
と
断
定
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た

『碑
文
』
と

『
法
蔵
和
尚
伝
』

の
記
事
か
ら
、
法
蔵
が

十
六
歳

の
と
き
、
岐
州
法
門
寺
の
舎
利
塔
の
前
で
煉
指
供
養
し
た
こ
と

は
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
法
蔵
が
何
故
、
煉
指
供
養
し
た
か
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
仏
道
に
生
き
る
決
意
の
表
明
と
み
な
す
こ
と
が

で
き

よ

う
。
在
俗
の
身
で
十
六
歳
の
と
き
煉
指
す
る
こ
と
は
強
烈
な
意
志
な
ぐ

し
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
も
長
安
か
ら
か
な
り
離
れ
た
法
門

寺
舎
利
塔
前
で
行

つ
た
こ
と
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

煉
指
と
い
え
ば

『
弘
賛
法
華
伝
』
巻
五

(『続
高
僧
伝
』
巻
二
十
七
に
伝

あ
り
)
に
収
録
さ
れ
た
周
益
州
大
乗
寺
僧
崖
伝
を
思
い
浮

べ
る
。
僧
崖

は
指
を
焚
い
て
経
を
弘
め
、
さ
ら
に
焼
身
供
養
し
た
の
で
あ

つ
た
が
、

法
蔵

の
場
合
は
仏
舎
利
の
前
で
決
意
を
表
明
し
た
の
に
と
ど
ま

つ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
煉
指
と
か
焼
身
は

『
法
華
経
』

の

「薬
王
菩
薩
品
」
の

信
仰
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
若
き
法
蔵
も

『
法
華
経
』
を
読
諦
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ

『
華
厳
五
教
章
』
の
建
立
乗

へ
の

分
相
門
で

一
乗

・
三
乗
の
差
別
を
論
ず
る
と
き
、
見
事
に

『
法
華
経
』

を
数
多
ぐ
引
用
し
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
の
華
厳

教
学
の
形
成
に
及
ぼ
し
た

『法
華
経
』
の
影
響

は
改
め
て
考
究
す
べ
き

問
題
で
あ
る
。

三
法
門
寺
仏
舎
利
奉

迎

法
蔵
が
法
門
寺
よ
り
仏
舎
利
を
奉
迎
し
た
事

実
を
記
す
従
来

の
華
厳

関
係
の
資
料
は
、
『
法
蔵
和
尚
伝
』
お

よ

び

『
法
界
宗
五
祖
略
記
』
の

み
で
あ
り
、
後
者
の
資
料
は

『法
蔵
和
尚
伝
』

に
よ

つ
て
記
述
し
た
の

で
あ
り
、
古
い
資
料
と
し
て
は

『法
蔵
和
尚
伝
』
た
だ

一
つ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
え

長
安
四
年

(
七
〇
四
)
の
冬
の
秒
、
内
道
場
に
於
て
、
因
み
に
対
し
て
言
を

あ
ぐ激

る
に
、
岐
州
の
舎
利
に
及
ぶ
。
是
れ
阿
育
王
の
霊
跡
な
り
。
即
ち

『魏

冊
』
に
載
す
る
所
の
扶
風
の
塔
是
な
り
。
則
天
、
特
に
鳳
閣
侍
郎
、
博
陵
の

と
も

雀
玄
障
に
命
じ
て
蔵
と
楷
に
法
門
寺
に
往
き
て
之
を
迎
え
し
む
。
時
に
蔵
、

大
崇
福
寺
の
主
為
り
。
遂
に
応
大
徳
、
綱
律
師
等
十
人
と
倶
に
、
塔
所
に
至

ひ
ら

い
く
や
く

り
、
行
道
す
る
こ
と
七
昼
夜
、
然
し
て
後
に
之
を
啓
く

に
、
神
輝

燈
燃
た

り
。
(大
正
五
十
・
二
八
三
下

四
上
)

つ
づ

い
て
法
蔵

の
感
懐
、
舎
利
の
状
態
、
西
京
の
崇
福
寺
に
到
着
す

る
ま
で
の
盛
儀
、
宮
中
の
明
堂
に
安
置
、
観
灯

の
日
の
武
后
の
舎
利
の

賢
首
大
師
法
蔵
と
法
門
寺

(鎌

田
)
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奉
戴
、
舎
利
の
瑞
光
の
発
す
る
こ
と
七
回
あ

つ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
。

武
后
は
鳳
閣
侍
郎
の
崔
玄
瞳

(『
旧
唐
書
』
巻
九
十

二
)
と
法
蔵
に
仏
舎

利
の
奉
迎
を
命
じ
た
。
大
崇
福
寺
主
で
あ

つ
た
法
蔵
は
応
大
徳
、
綱
律

師
な
ど
十
人
と
も
に
法
門
寺
舎
利
塔

に
行
き
、

七
尽
夜
に
わ
た
つ
て
行

道
し
た
と
い
う
。

こ
の
記
事
は

『
旧
唐
書
』

の
武
后
紀
に
も
、
崔
玄
曉

伝
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二
百
七
、
則

天

后

長
安
四
年

の
条
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
『法
蔵
和
尚
伝
』
の
記

事

に
よ
る
と
、
長
安
四
年
冬
、
崔
玄
暁
と
法
蔵
な
ど
仏
僧
が
法
門
寺

に
行

き
、
舎
利
を
奉
迎
し
、
十
二
月
三
十

一
日
に
西
京
の
崇
福
寺

に

到
着

し
、
翌
年
正
月
洛
陽
に
入
り
、
正
月
十
五
日
、
仏
舎
利
奉
迎
の
儀
式
を

行

っ
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
崔
致
遠
が
記
し
て
い
る
割
注
に
よ
る
と
、

法
門
寺

か
ら
洛
陽
の
宮
中

の
明
殿
に
到
る
経
路
を
推
定
で
き
る
。
法
門

寺
か
ら
武
功
県
を
経
て
崇
福
寺
に
滞
在
し
、
崇
仁
坊
の
門
を
経
て
滑
南

県

の
興
法
寺
に
宿
し
、
寿
安
県
を
経
て
洛
陽
の
明
堂
に
安
置
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

な
お
法
蔵
と
と
も
に
法
門
寺
で
行
道
し
た
綱
律
師
と
は
崇
聖
寺
文
綱

(『宋
高
僧
伝
』
巻
+
四
)
の
こ
と
で
あ
る
。
文
綱
伝
に
は
、

長
安
四
年
、
勅
を
奉
じ
て
岐
州
の
蕪
憂
王
寺
に
往
き
て
舎
利
を
迎
う
。
景
竜

二
載
、
中
宗
孝
和
皇
帝
、
延
い
て
内
道
場
に
入
れ
て
行
道
し
、
真
身
舎
利
を

送
つ
て
蕪
憂
王
寺
に
往
き
て
塔
に
入
る
。

と
あ
り
、
文
綱
が
法
門
寺
の
舎
利
を
奉
迎
し
た
事
実
は
明

ら

か

で

あ

る
。法

蔵
の
法
門
寺

の
舎
利
奉
迎
の
記
事
は

『法
蔵
和
尚
伝
』
に
の
み
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
傍
証
す
る
資
料
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
刑
部
侍
郎
、
先
に
引
用
し
た
張
或

の
撰

し
た

『聖
朝
蕪
憂
王
寺

大
聖
真
身
宝
塔
碑
銘
並
序
』
(『全
唐
文
』
巻
五
百
十
六
、
『金
石
粋
編
』巻
百

一
)
の
中
に
あ
惹
。

こ
れ
は
法
門
寺

の
舎
利
塔

に
つ
い
て
の
沿
革
、
歴

史
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
法
門
寺

の
舎

利

塔

を

「
大
聖
真
身
宝
塔
」
と
名
づ
け
た
の
は
中
宗
で
あ
る
。
『全

唐

文
』
所

収
の

『
真
身
宝
塔
碑
銘
井
序
』
に
は
、

則
天
聖
后
長
安
四
年
、
勅
大
周
□
□
□
□
□
□
鷺
台
□
□
□
□
□
□
公
瞠
同

往
開
之
。
(『金
石
粋
編
』
も
同
文
)

と
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
る
限
り
、
法
蔵
が
法
門
寺
に
舎
利
奉
迎
に

行

つ
た
事
実
は
欠
字

の
部
分
が
あ
る
た
め
に
不
明
で
あ
る
。
し
か
る
に

陳
景
富
氏
が
収
録
し
た

『真
身
宝
塔
碑
銘
並
序
』
(陳
景
富
編
著

『法
門

寺
』
附
録
碑
文
)
で
は
、

勅
大
周
西
□
□
□
法
蔵
鶯
台
□
□
□
□
□
□
公
瞳
同
往
開
之
。

と
な

つ
て
お
り
、
法
蔵

の
名
前
が
明
ら
か
に
見

ら
れ
る
。
こ
の
碑
文
の

欠
字
を
充
填
す
れ
ば

つ
ぎ
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

勅
大
周
西
園
圃
團
法
蔵
、
鷺
台
圃
画
圃
國
圃
図
公
瞳
同
往
開
之
。

崔
玄
瞳
の
伝
は

『
旧
唐
書
』
巻
九
十

一
、
列
伝
第

四
十

二
に
あ

る

が
、
崔
玄
瞬
は
博
陵
、
安
平

(河
北
省
安
平
県
)

の
人
で
長
安
三
年
、
鷲

台
侍
郎
と
な
り
、
さ
ら
に
長
安
四
年
に
は
鳳
閣
侍
郎
、
銀
青
光
禄
大
夫
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に
な
つ
た
人
で
、
碑
文
で
は
鶯
台
侍
郎
と
官
名
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

『真
身
宝
塔
碑
』
は
扶
風
県
に
あ

つ
た
が
、
今
は
す
で
に
秩
し

て
い
る
と

い
う
が
、

こ
の
碑
文
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

崔
致
遠
の

『
法
蔵
和
尚
伝
』
の
舎
利
奉
迎
の
記
述

の
信
愚
性
が
確
認
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
崔
致
遠
は
入
唐
し
、
科
挙
に
合

格

し

(八
七
四

年
)
承
務

郎
侍
御
史
内
供
奉
に
任
ぜ
ら
れ
た

(『
三
国
史
記
』
巻
四
+
六
、

列
伝
第
六
、
崔
致
遠
伝
)
。
ま
た
『
法
蔵
和
尚
伝
』
に
自
ら
記
す
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
威

通

十

五

年

(実
際
は
十
四
年
、
崔
致
遠
の
思
い
違
い
か
)
三

月
、
灘
宗
皇
帝
が
法
門
寺
の
真
身
舎
利
を
迎
え
た
と
き
、

西
京
に
あ

つ

て
舎
利
奉
迎
の
盛
儀
を
実
際
に
目
撃
し
て
お
り
、
法
蔵

の
舎
利
奉
迎
に

思
い
を
は
せ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、

法
蔵
の
伝
記
の
な
か
か
ら
法
門
寺
舎
利
塔
に
お

け

る

煉

指

と
、
長
安
四
年
の
法
門
寺
舎
利
奉
迎
に
関

す

る
閻
朝
隠
の

『
碑
文
』
、

お
よ
び
崔
致
遠
の

『
法
蔵
和
尚
伝
』

の
記
事
を
検
討
し
た

の

で
あ

る

が
、

こ
の
こ
と
か
ら
い
ぐ
つ
か
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
第

一
に
は
舎
利
奉
迎

の
記
事
を
の
せ
て
い
る
唯

一
の
古
い
資
料

で
あ
る

『
法
蔵
和
尚
伝
』

の
記
載
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る

こ
と

で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら

『法
蔵
和
尚
伝
』
の
記
録
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
、

法
蔵
伝
の
も

つ
と
も
重
要
な
資
料
と
し
て

『
碑
文
』
と
と
も
に
重
視
す

る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
は
、
法
蔵
と
舎
利
と
の
関
連
を
考
え
る
う
え
に
蕪
視
で
き
な

い
の
は
、
経
を
諦
す
る
た
び
に
口
中
よ
り
数
百
粒
の
舎
利
を
得
た
奨
玄

智
と
法
蔵
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て

論
じ
て
み
た
い
。

第
三
に
は
従
来

の
法
蔵
像
は
、
華
厳
宗

の
大
成
者
で
、
訳
経
で
活
躍

し
大
部
の
著
書
を
書
い
た
学
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
、
そ

れ
は

『
宋
高
僧
伝
』
以
後

の
資
料
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
法
蔵
像
を
か
つ
て

に
後
代
の
人
が
創
作
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
霊
異
者
と
し
て
の
側
面

か
ら
法
蔵
像
に
照
明
を
与
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

1

小
林
実
玄

「華
厳
法
蔵
の
事
伝
に
つ
い
て
」
(『南
都
仏
教
』
第
三
十
六

号
、
昭
和
五
十

一
年
七
月
)
。
吉
津
宜
英

「法
蔵
伝
の
研
究
」
(駒
沢
大
学

仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
十
七
号
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
日
)
。

2

拙
稿

「法
門
寺
出
土
仏
指
舎
利
考
」
(藤
田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論
集

『イ
ン
ド
哲
学
と
仏
教
』
藤
田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
、

平
成

一兀
年
十

二
月
)
。

3

「季
羨
林
先
生
談
扶
風
法
門
寺
出
土
的
仏
教
文
物
」
(『
法
音
』
一
九
八

七
年
第
五
期
)
。

4

陳
景
富

「関
干
法
門
寺
歴
史
的
幾
個
問
題
」
(『人
文
雑
誌
』

一
九
八
八

年
第
五
期
)
。
お
よ
び
同
氏
著

『法
門
寺
』
(長
安
仏
教
研
究
叢
書
、
三
秦

出
版
社
、

一
九
八
八
年
四
月
)
参
照
。

5

田
休
光
撰

「法
蔵
禅
師
塔
銘
井
序
」
(『全
唐
文
』
巻
三
百

二
十
八
)

「禅
師
誰
法
蔵
、
縁
氏
諸
葛
、
蘇
州
呉
県
人
、

…
…
如
意
元
年
、
大
聖
天

后
聞
禅
師
戒
行
精
最
、
奉
制
請
於
東
都
大
福
先
寺
検
校
蕪
尽
蔵
、
長
安

年
、
又
奉
制
請
検
校
化
度
寺
蕪
尽
蔵
、
其
年
又
奉
制
請
為
薦
福
寺
大
徳
・:

…
」

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
法
蔵
、
法
門
寺
、
舎
利
、
華
厳

(愛
知
学
院
大
学
教
授

・
文
博
)

賢
首
大
師
法
蔵
と
法
門
寺

(鎌

田
)

-237-


